
平成23年12月22日
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社
取締役社長　　野　中　隆　史

金      額 科　　      目 金      額

( 負 債 の 部 )

645,893 預 金 2,262,196
17,279 譲 渡 性 預 金 1,041,530

112,485 コールマネー及び売渡手形 700,464
70,040 債券貸借取引受入担保金 287,236

2,117,785 特 定 取 引 負 債 70,814
3,333,775 借 用 金 816,100

187 社 債 88,500
146,475 信 託 勘 定 借 862,710
33,237 そ の 他 負 債 29,220
25,309 賞 与 引 当 金 2,479
16,496 退 職 給 付 引 当 金 503
49,625 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 257

△ 20,002 偶 発 損 失 引 当 金 13,306
睡眠預金払戻損失引当金 1,196
繰 延 税 金 負 債 0
支 払 承 諾 49,625
負 債 の 部 合 計 6,226,143
( 純 資 産 の 部 )

資 本 金 247,369
資 本 剰 余 金 15,505
利 益 剰 余 金 53,172
株 主 資 本 合 計 316,047
その他有価証券評価差額金 11,749
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 4,298
為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 2,981
その他の包括利益累計額合計 4,469
少 数 株 主 持 分 1,929
純 資 産 の 部 合 計 322,446

6,548,589 負債及び純資産の部合計 6,548,589

第１４２期　中 間 決 算 公 告

                          中間連結貸借対照表 （平成23年９月30日現在）          (単位:百万円)

科　　      目

( 資 産 の 部 )

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

資 産 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金



平成23年４月１日から
平成23年９月30日まで （単位：百万円）

100,827
24,242

30,375

( う ち 貸 出 金 利 息 ) ( 21,247 )

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ) ( 7,829 )

30,659

1,029

7,203

7,317

85,111
8,943

( う ち 預 金 利 息 ) ( 2,518 )

11,610

463

51,050

13,042

15,716
44

15,671

317

4,663
4,980
10,690

347
10,342

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

金　　額

経 常 収 益

信 託 報 酬

資 金 運 用 収 益

科　　目

経 常 利 益

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

中間連結損益計算書

少 数 株 主 利 益

中 間 純 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

役 務 取 引 等 費 用

特 別 損 失



 

<中間連結財務諸表の作成方針> 

（１）連結の範囲に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等    １１社 

主要な会社名 

みずほトラスト保証株式会社 

みずほ信不動産販売株式会社 

Mizuho Trust & Banking Co. (USA) 

Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. 

なお、みずほトラストビジネスオペレーションズ株式会社は、設立により当中間連結会計期間から連結しております。 

また、みずほトラストファイナンス株式会社は、株式会社都市未来総合研究所に吸収合併されたことにより連結の範囲から除外してお

ります。 

②非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

（２）持分法の適用に関する事項 

①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

②持分法適用の関連法人等    ２社 

日本ペンション･オペレーション･サービス株式会社 

日本株主データサービス株式会社 

③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

④持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

（３）連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等の中間決算日等は次のとおりであります。 

６月末日 ５社 

９月末日 ６社 

②上記の連結される子会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日等の中間財務諸表により連結しております。 

中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。 

（４）開示対象特別目的会社に関する事項 

当社は、顧客の金銭債権等の流動化を支援する目的で、開示対象特別目的会社（１社）を利用しておりますが、重要性が乏しいため、

開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び取引金額等の記載を省略しております。 

 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 

会計処理基準に関する事項 
 

(１) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の

目的（以下「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び

「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計

上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・

オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等につい

ては前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中

間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

(２) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券で時価のあるもののうち国内株式については中間連結会計期間末前１カ月の市場価格の平

均等、それ以外については中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、

時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理

しております。 

(３) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 



 

(４) 減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社の有形固定資産の減価償却は、建物については定額法（ただし、建物附属設備については定率法）、その他については定

率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物 ３年 ～ 50 年  
 その他 ２年 ～ 20 年 

 連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却してお

ります。 

 ②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社並びに連結される子会

社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

 ③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産の減価償却は、原則として

自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法を採用しております。 

(５) 貸倒引当金の計上基準 

当社及び一部の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。 
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にある

債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にない

が、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認

める額を計上しております。 
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息

の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前

の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当ててお

ります。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個

別的に予想損失額を算定し、引き当てております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき計上しております。特定海外

債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査

定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と

認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 20,367 百万円であります。 
上記以外の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた

額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

(６) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属

する額を計上しております。 

(７) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差

異は、各発生連結会計年度における従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（主として 10 年～14 年）による定額法に基づき按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理しております。   

(８) 役員退職慰労引当金の計上基準 

国内の連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備え

るため、内規に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(９) 偶発損失引当金の計上基準 

当社の偶発損失引当金は、信託取引に関して将来発生する可能性のある損失を個別に合理的に見積もり、必要と認められる額を

計上しております。 

(10) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

当社の睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要

と認められる額を計上しております。 

(11) 外貨建資産・負債の換算基準 

当社の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。 



 

(12) リース取引の処理方法 

当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。 

(13) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ) 金利リスク・ヘッジ 

当社は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適

用しております。 

小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という）を適用し

ております。 

ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下のとおり行っております。 

(ⅰ) 相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定

の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。 

(ⅱ) キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を

評価しております。 

個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジの有効性を評価しております。 

また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計

基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して

実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッ

ジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段等の残存期間にわたって、資金調達費用又は

資金運用収益として期間配分しております。なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は

1,108百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益は969百万円（同前）であります。 

 (ロ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会

計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別監査委

員会報告第 25 号」という）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債

務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外

貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価

しております。 

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘

柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジ

として時価ヘッジを適用しております。 

 (ハ) 連結会社間取引等 

デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引については、

ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第 24 号及び同第

25 号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているた

め、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行って

おります。 

(14) 消費税等の会計処理 

当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。 
 

 

表示方法の変更 
 

(中間連結損益計算書関係) 

従来、「営業経費」として計上しておりました証券代行業務及び年金管理業務に係る費用の一部につきましては、株式会社みずほフィナンシ

ャルグループによる当社の完全子会社化を踏まえ、収益とより厳格に対応させることで、更なる経済実態を反映した財務情報の開示を行う

観点から、当中間連結会計期間より「役務取引等費用」として計上しております。 
 

 

追加情報 
 

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準」（企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第 24 号平成 21 年 12 月４日）を適用しております。なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第 14 号）に基づき、当中間連結会計期間の「貸倒引当金戻入益」及び「償却債権取立益」は「その他経

常収益」に計上しております。 



 

注記事項 

 
（中間連結貸借対照表関係） 
１. 関係会社の株式総額（親会社株式、連結される子会社及び子法人等の株式を除く）    2,062 百万円  

２. 親会社株式の金額    1,042 百万円  

３. 貸出金のうち、破綻先債権額は1,342百万円、延滞債権額は23,277百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」

という）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規

定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息

の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は119百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び

延滞債権に該当しないものであります。 

５. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は13,888百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済

猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当し

ないものであります。 

６. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は38,627百万円であります。 

なお、上記３.から６.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７. 手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商

業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額

面金額は、658 百万円であります。 

８. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

  有価証券 1,610,001 百万円  
  貸出金 438,698 百万円  
 担保資産に対応する債務 

 預金 2,232 百万円  
 コールマネー及び売渡手形 230,000 百万円  
 債券貸借取引受入担保金 287,236 百万円  

 
 

 借用金 796,100 百万円  
 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として有価証券 121,563 百万円を差し入れております。 

関連法人等の借入金等の担保として提供している資産はありません。 

また、その他資産のうち、先物取引差入証拠金は 2,549 百万円、保証金は 9,333 百万円であります。 

９. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件

について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

1,126,568 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 956,505 百万

円あります。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社並びに連結され

る子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、

債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証

券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約

の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10. 有形固定資産の減価償却累計額    35,518 百万円  

11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 20,000 百万円が含まれておりま

す。 

12. 社債は全額劣後特約付社債であります。 

13. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託 798,035 百万円であります。 

14. 銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国際統一基準）は16.69％であります。 

 



 

（中間連結損益計算書関係） 
１. 「その他経常収益」には、貸倒引当金戻入益 476 百万円、償却債権取立益 489 百万円及び株式等売却益 1,541 百万円を含ん

でおります。 
２. 「その他経常費用」には、貸出金償却 169 百万円、株式等売却損 2,744 百万円、株式等償却 1,422 百万円及び住専処理への対

応に係る費用 2,681 百万円を含んでおります。 
３. 「特別損失」には、固定資産処分損 42 百万円を含んでおります。 
４. 銀行法施行規則第 18 条第３項に規定する中間連結財務諸表における中間包括利益の金額    442 百万円 

 
（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

平成 23 年９月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 
 中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(１) 現金預け金（＊１） 645,741  645,741  -  
(２) コールローン及び買入手形（＊１） 17,274  17,274  -  
(３) 買入金銭債権（＊１） 112,233  110,114  △2,118  
(４) 特定取引資産    

売買目的有価証券 231  231  -  
(５) 有価証券    

その他有価証券 2,094,741  2,094,741  -  
(６) 貸出金 3,333,775    

貸倒引当金（＊１） △19,236    
 3,314,539  3,341,024  26,485  
資産計 6,184,761  6,209,128  24,367  
(１) 預金 2,262,196  2,259,795  △2,401  
(２) 譲渡性預金 1,041,530  1,041,530  -  
(３) コールマネー及び売渡手形 700,464  700,464  -  
(４) 債券貸借取引受入担保金 287,236  287,236  -  
(５) 借用金 816,100  817,162  1,062  
(６) 社債 88,500  92,412  3,912  
(７) 信託勘定借 862,710  862,710  -  
負債計 6,058,739  6,061,313  2,574  
デリバティブ取引（＊２）    

ヘッジ会計が適用されていないもの 3,946    
ヘッジ会計が適用されているもの （4,896）   

   貸倒引当金（＊１） △5    
デリバティブ取引計 （955） （955） -  
（＊１） 貸出金及びデリバティブ取引に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、現金預け

金、コールローン及び買入手形、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借

対照表計上額から直接減額しております。 

（＊２） 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

（ ）で表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資産 

(１) 現金預け金 

 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け

金については、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おります。 

(２) コールローン及び買入手形 

 コールローン及び買入手形については、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。 

(３) 買入金銭債権 

 買入金銭債権については、約定期間が短期間（６カ月以内）であるものを除き、市場価格に準ずるものとして合理的に算定さ

れた価額等（ブローカー又は情報ベンダーから入手する価格等）によっております。約定期間が短期間（６カ月以内）であるもの

については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(４) 特定取引資産 

 トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、市場価格等によっております。 



 

(５) 有価証券 

 株式は取引所の価格、債券等は市場価格、ブローカー又は情報ベンダーから入手する評価等によっております。私募債は、

発行体の信用力を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。但し、変動利付国債については、実際の売買事例が

極めて少ないため、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、当中間連結会計期間末においては、合理的に算定さ

れた価額によっております。合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウント・キャッシュフロー

法等であります。価格決定変数は、10 年国債利回り及び原資産 10 年の金利スワップションのボラティリティ等であります。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

(６) 貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間による区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いた現在価値

を基礎に信用リスク等を考慮して時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につい

ては、見積将来キャッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定している

ため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当

該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み

期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

負債 

(１) 預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金

の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市

場金利を用いております。 

(２) 譲渡性預金、 (３) コールマネー及び売渡手形、及び、(４) 債券貸借取引受入担保金 

これらは、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。 

(５) 借用金 

借用金の時価は、約定期間が短期間（６カ月以内）であるものを除き、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合

計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。約定期間が短期間（６カ月以内）であ

るものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(６) 社債 

当社の発行する社債の時価は、市場価格のある社債は市場価格によっており､市場価格のない社債は元利金の合計額を同

様の社債を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

(７) 信託勘定借 

当社の信託勘定借は、当社が受託した信託金を当社の銀行勘定で運用する取引によるものであり、その性質は、要求払預金

に近似していると考えられるため、帳簿価額を時価とみなしております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、

通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価

格計算モデル等により算出した価額によっております。 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(５)有価証券」には含

まれておりません。 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

① 非上場株式（＊１） 16,312 
② 組合出資金（＊２） 6,730 

合計 23,043 
（＊１） 非上場の株式（外国株式及び関係会社株式を含む）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから時価開示の対象とはしておりません。当中間連結会計期間における減損処理額は、724 百万円であ

ります。 

（＊２） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているも

のについては、時価開示の対象とはしておりません。 
 



 

（有価証券関係） 

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」の一部が含まれております。 

１．満期保有目的の債券（平成 23 年９月 30 日現在） 

該当ありません。 

２．その他有価証券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 
種類 

中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 108,783 73,060 35,723 
債券 1,404,337 1,397,467 6,870 

国債 1,374,837 1,368,861 5,975 
地方債 3,296 3,207 88 
社債 26,204 25,397 806 

その他 302,257 297,072 5,184 
外国証券 259,469 255,157 4,312 
買入金銭債権 37,827 37,071 755 
その他 4,959 4,843 116 

中 間 連 結

貸 借 対 照

表 計 上 額

が 取 得 原

価を超える

もの 

小計  1,815,378 1,767,599 47,778 
株式 57,486 77,069 △19,583 
債券 110,834 110,987 △153 

国債 100,144 100,222 △78 
地方債 263 264 △1 
社債 10,425 10,500 △74 

その他 178,510 191,264 △12,753 
外国証券 126,193 134,083 △7,890 
買入金銭債権 29,519 29,879 △360 
その他 22,798 27,301 △4,503 

中 間 連 結

貸 借 対 照

表 計 上 額

が 取 得 原

価を超えな

いもの 

小計 346,831 379,321 △32,490 
合計   2,162,209 2,146,921 15,288 

３．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価（原則として当中間連結会計期間末日の

市場価格。以下同じ）が取得原価（償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込

みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間連結会計

期間の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。 

当中間連結会計期間におけるこの減損処理額は、674 百万円であり、全額株式に係るものであります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は原則として以下のとおりであります。 

・時価が取得原価の 50％以下の銘柄 

・時価が取得原価の 50％超 70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄 
 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 24 円 40 銭 

１株当たり中間純利益金額 2 円 05 銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 1 円 30 銭 

 
 

 




